
   ・地域再生の推進のための施設整備に必要な経費 

   ・総合特区の推進調整に必要な経費 

内閣府地域活性化推進室       
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○概ね５ヶ年を期間とした地方公共団体作成の地域再生計
画に基づき、省庁の所管を超えて一体的に整備します。 

○分野ごとに一体的に取組むことで、重複投資や効果発現
時期の不一致等による無駄を排除します。 

○計画事業について、事業間の予算の融通や年度間の事業
量の変更が可能です。 

内
閣
府
 

交付 

地方公共団体 
（都道府県・市町村） 

 
○地域再生基盤強化交付金は、「地域再生法」に基づく地方公共
団体作成の「地域再生計画」に対する支援措置の１つであり、
社会経済情勢の変化に対応して、地域が行う自主的かつ自立的
な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出
その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため
の施策です。  

   

 

地域再生基盤強化交付金（内閣府地域活性化推進室） 

平成2７年度概算要求額 ５０２．１億円【うち、新しい日本のための優先課題推進枠９６.０億円】 

（平成2６年度当初予算額４５１．２億円）  

事業概要・目的 事業イメージ・具体例 

資金の流れ  
○分野ごとに一体的に取り組むことで、重複投資や効果発現時期の
不一致等による無駄を排除します。 

○各事業について連携が取れた予算配分が可能となります。 
○年度途中において、地方の裁量により必要な事業に予算の充当が
可能となり、効率的な事業実施につながります。 

期待される効果 

農林水産省 
国土交通省 
環境省 

移替え 

道整備交付金による災害等への対応の例 

幹線交通網へのアクセス
道の整備 

迂回路としての活用が可
能な道路網の整備 

緊急車両の進入円滑化の
ための道路の拡幅 

 
○地域再生法の規定により、地方公共団体作成の地域再生計画に基
づき、省庁の所管を超える２種類以上の施設の一体的な整備に対
して支援を行います。 

○地域再生基盤強化交付金の対象分野 
 ・道（市町村道、広域農道、林道） 

 ・汚水処理施設（公共下水道、集落排水施設、浄化槽） 

 ・港（地方港湾、第一種・第二種漁港） 

 

事業イメージ・具体例 

汚水処理施設 
整備交付金 

浄化槽 

集落排水施設 

公共下水道 

道整備交付金 

林道 

市町村道 

広域農道 

対象分野 

港整備交付金 

第１種・第２種漁港 

地方港湾 

交付金の特徴 

①類似施設の一体的な整備計画を認定 

・概ね５ヶ年を期間とした地方公共団体が作成し、内閣総理大臣が認定した地

域再生計画に基づき、省庁の所管を超えて類似施設を一体的に整備すること

が可能です。 

 ②手続の一本化が可能 

・予算要望や申請書類の提出先を一元化することにより、事務の簡素化が図
られます。 

③年度間及び施設間の予算融通が可能 

・年度内に発生する事業の進捗状況の変化に応じ、次年度以降で予算を融通す 

ることや他施設への予算融通も可能であり、弾力的な事業実施が可能です。 
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事後評価調書(抜粋） 

○ 宇和島市地域再生計画 事後評価公表ページ 

   （http://www.city.uwajima.ehime.jp/www/contents/1358928789661/index.html） 

地域再生計画の評価の結果の公表事例 

○ 地域再生計画の作成主体である地方公共団体が、地域の特性等に応じて地域再生計画の目標を自主的に設定している。 

○ 地方公共団体は、計画期間中に、事業の進捗状況、当該目標の達成状況について確認するよう努めており、その状況に
ついて国は毎年調査により把握している。 

○ 地域再生計画の事後評価は、地域再生計画毎に、計画作成主体が、地域再生計画の内容や実績に基づき、計画期間が
終了した後に行い、透明性の確保の観点から､広報やホームページ等を利用して、広く公表するよう努めている。 
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地域再生作成主体である地方公共団体が行う事後評価等について 



総合特区制度の概要 

環境・次世代エネルギー 

研究開発 

国際港湾 

アジア拠点 

ﾊﾞｲｵ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ 

農業 

国際物流 

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ 

（４）金融上の支援措置 
 総合特区に関する計画に係る事業を実施する者が、金融機関から必要な資金を借り入れる場合に、総合特区支援利子補給金を支給 

（３）財政上の支援措置  

（１）規制・制度の特例措置 

（２）税制上の支援措置 
  ②地域活性化総合特区：地域戦略を担う事業者に対する個人出資に係る 

                       所得控除 
①国際戦略総合特区：国際競争力ある産業拠点整備のための法人税の軽減 

先駆的取組を行う実現可能性の高い区域に国と地域の政策資源を集中 

○ 地域の包括的･戦略的なチャレンジを、オーダーメードで総合的（規制･制度の特例、税制・財政・金融措置）に支援 

○ 地域からの規制改革等の提案を受け、特区ごとに設置する「国と地方の協議会」でプロジェクト推進に向け協議 

我が国の経済成長の 

エンジンとなる産業・機能の 

集積拠点の形成 

①国際戦略総合特区 

          （７特区） 

②地域活性化総合特区 

           （41特区）   

地域資源を最大限 

活用した地域活性化の 

取組による地域力の向上 

２つのパターンの「総合特区」 

観光・文化 

医療・介護・健康 

教育・子育て 

環境・次世代エネルギー 

金融・ｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ 

物流・交通 

ﾊﾞｲｵﾏｽ 

農業・農商工連携 

防災・減災 

※特例措置・支援措置は、「国と地方の協議会」の協議を踏まえ、累次追加 
特例措置・支援措置 
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①個別法・政省令等の特例（例）建築基準法の特例、通訳案内士法の特例等    ②地方公共団体事務について政省令で定める事項の条例委任の特例 

○各省の予算制度の活用：地域の戦略・提案に基づく総合特区に関する計画の実現を支援するため、各省の予算制度を重点的に            
                  活用。 
 
 
 

○総合特区推進調整費  ・各省の予算制度を活用した上でなお不足する場合に、各省の予算制度での対応が可能となるまでの間、     
                                     機動的に補完。 
                                    ・地域の主体的取り組みを支援する観点から、目未定の経費として予算計上した上で、執行段階において、 
                                      地域からの提案を踏まえて使途を確定し、関係府省に移し替えて執行。 

（H26予算95億円） 



「総合特別区域計画」について、成果目標の設定や成果実績の検証が適切に行われているか 
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総合特区の推進調整に必要な経費について、制度趣旨に則った執行がされているか 

各府省及び全ての総合特区の指定自治体に制度趣旨を徹底（H26.8） 
 

【受付方針の明確化】 
 

○ 調整費を求める要望は、原則、関係府省が予算措置している場合 

 に限り、受け付けることとする。 
 

○ ただし、予算編成後や当初予算配分後の事由により本年度に行う  

 ことが適当な、特に効果の高い事業の場合は受け付けることとする。 
 

○ 前年度以前から国の財政支援を受けている事業に係る本年度の 

 財政支援について、全額調整費を求める要望は受け付けないことと 

 する。 

○財政支援実績（予算ベース） ○内閣府の取組 

【H25年度】 【H26年度】 

162億円 （8月末時点） 

調整費 51億円 

各府省重点支援 

110億円 

163億円（年度合計） 
 うち調整費 27億円 

○総合特区の事後評価 

総合特区計画の認定 

自治体等が自ら行う評価（毎年実施） 
・数値目標の達成状況等 

専門家（有識者等）評価 

総合特区評価・調査検討会（有識者により構成）において検討・評価 

総合特区計画に基づく事業実施 

総合特区推進本部への報告 
（本部長：内閣総理大臣） 

評価結果を特区に通知 

必要に応じて総合特区計画を変更 

総合特区における取組改善 

【見直しの事例】 
○ 専門家の指摘を受け、「企業立地 

 件数」の数値目標を、県全体から特 

 区区域に変更し、特区で実施する 

 戦略との関係性をより明確化すると 

 ともに、地域独自の補助事業を追加 

 

○ 専門家の指摘を受け、工場用地 

 造成に必要な開発事務所を新たに 

 設置するとともに、専従職員を配置 

Plan 

Do 

Check 

Act 

各府省重点支援 

49億円 

調整費 14億円 

63億円 （8月末時点） 

今後の配分による増加見込 


